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2024-10-6 伊方原発をとめる会 学習会 

文責 弁護団事務局 中川創太 

第１ 深層防護について 

１ 原告側 深層防護に基づく主張を明確化した 第１-４ 第１−５ 

① 深層防護とは 54頁 

第１層（異常発生の防止） 

第２層（異常発生時における異常拡大の防止）  

第３層（異常拡大時における影響緩和・過酷事故への発展防止） 

第４層（過酷事故時における影響緩和）    

第５層（放射線影響の緩和） 

「前段否定（あるレベルの防護を準備する際に，前段レベルの防護が有効

に機能することを前提としない）」と「後段否定（後段レベルの防護が有効に

機能することに期待しない）」 

② 福島事故の教訓 深層防護の重視 

IAEA、NRC等の原発の安全性に関する国際基準では、避難計画の実効性、適

切性が確保されていることが運行許可条件となっていた。しかし、日本では、

福島第一原発事故以前は，第１から第５の防護レベルのうち第１から第３の

防護レベルまでしか対応できておらず，それを規制当局は黙認していた（甲

１０「国会事故調査報告書」・１１頁・５３５頁～５３６頁）。 

↓ 

福島原発事故を経て改正された原子力基本法は，安全確保については「確

立された国際的な基準を踏まえ」るべきことを定めた。この国際的な基準に

は、IAEA、NRC等が定める深層防護による規制も含まれるのであり、改正原子

力基本法により、日本においても 4層、5層の深層防護に関する規制が必要と

なった。 
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イ 人格権侵害の判断基準（差止要件の判断基準）について深層防護と結びつけ

た主張をした 

① 人格権侵害の高度な蓋然性の存在を「人格権侵害の具体的危険」の必要条

件と解すべきではない 

 

東北地方太平洋沖地震発生の直前である２０１１（平成２３）年１月１日

の時点で，今後３０年以内に震度６強の地震が発生する確率は，福島第一原

発において０．０％とされていた（図表１） 

福島第一原発事故のような深刻な事故を二度と起こさないことを教訓とす

る我が国において，仮に，東北地方太平洋沖地震が発生する前に福島第一原

発の差止訴訟が提起されたとして，差止めが認められないような法解釈は絶

対に採用できないことは言うまでもない。 

東海第二原発水戸地裁判決 「発電用原子炉施設は，人体に有害な多量の

放射性物質を発生させることが不可避であり，自然災害等の事象により過酷

事故が発生した場合には，広範囲の住民等の生命・身体を侵害する極めて重

大かつ深刻な被害を生じさせるものであるところ，上記のとおり発電用原子

炉施設の事故の原因となり得る事象は様々で，その発生の予測は不確実なも
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のといわざるを得ないことに照らすと，事故の要因となる自然災害等の事象

の発生確率が高いことなど予測困難な事実を具体的危険があることの要件と

することは相当でない。」（甲７２９・２５６頁） 

④ 科学の不定性の観点からすれば、予測困難な発生確率に依拠した対策を講

じるべきでは無く、防護が困難な事態が発生することを前提として、深層防

護の第５層の内，いずれか 1 つの点においてでも安全性に欠ける場合には，

そのことのみをもっても，人格権侵害のおそれが認められると解釈すべきで

ある。 

ちなみに、この点に関し、四国電力の従業員であり、4層、5層の安全対策

の責任者として証言した中川証人は以下の通り、証言している。 

 

２ 深層防護に関する被告側の主張の破綻 

⑴ 前段否定の原則に関する被告の主張の破綻 

参考 被告中川証人の深層防護に関する証言 

四国電力の従業員であり、4層、5層の安全対策の責任者として証言した中川

証人は、深層防護、前段否定の原則について、以下のように証言。 
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ところが、被告は、能登半島地震の事実に基づく、避難の困難性、屋内退避

が不可能であることに関する原告の主張に対し、以下のように反論。 

被告準備書面 424から引用 

まず，原告らの主張は，地震によって本件 3 号炉から放射性物質が環境中へ

大量に放出される事態が発生することを前提としているが，その根拠は不明で

ある。被告が，本件 3 号炉の自然的立地条件を十分に考慮した上で，深層防護

の考え方に基づく多層的な安全確保対策を講じ，また，福島第一原子力発電所

の事故の教訓を踏まえて対策を強化し，放射性物質が環境中に大量に放出され

る事態の発生を防止していることは，上記第 3 章，第 5 章及び第 6 章で述べた

とおりである。 

↓ 

第４層までの対策を講じているから、第５層の対策が現実に必要となる可能

性は低い。第５層の対策が必要であるというのであれば、住民側で放射性物質

が大量に放出される事態が発生する根拠を示せとの主張としているものと思わ

れるが、明らかに深層防護における前段否定の原則に反しており、被告の主張

は破綻している。 

 

⑵ 被告は自然災害によるリスクがある場合被曝のリスクを回避できないことを

認めている 
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被告準備書面 427頁 

自然災害による人命に対する差し迫った危険がある場合には，直ちに人命に

影響があるとはいえない原子力災害による被ばくのリスクの回避よりも，自然

災害によるリスクの回避を優先すべきであることは，人命確保の観点からは当

然のことである 

例えば、余震による建物倒壊の危険を回避するため、屋内退避ができない場

合には、住民は屋外で放射性物質による被曝を余儀なくされる。被告によれば、

このような事態が発生することは、「人命確保の観点からは当然のことである。」

とのことである。自然災害によるリスクがある場合には、放射線防護対策は、

人命確保の美名により、放棄されて当然なのであろうか。 

真に人命確保を優先するのであれば、複合災害の発生に備えて住民に放射線

被曝のリスクを負担させないため原発の稼動を停止し、住民が自然災害に対す

るリスクの回避に専念することができる状況にすべきである。 

⑶ 福島事故の教訓に関する開き直りとも言える主張 

被告準備書面 428頁 

「過剰に防護措置をとった場合には，かえって，防護対策そのものによる害

の方が大きくなる可能性」は原子力規制委員会でも指摘されており，例えば，

重大事故等対策が全く機能しないといった極端な事故,あるいは平常時と同水

準の被ばく限度量といった極端な要求に基づき無暗に避難すると，かえって過

度な避難によって人命が失われてしまったという福島第一原子力発電所事故の

教訓に反することが指摘されている 

双葉病院のケースを想定した被告の主張と思われるが、高齢者、障害者、避

難弱者は、原発過酷事故に際して避難せず、自衛隊員でさえ高レベルの放射線

で救護活動ができなかった現場で、座して被曝せよというのか。これが、福島

第一原子力発電所事故の教訓であると主張するのは、避難の原因を作っている

原子力発電所事業者が言うべきことか。 
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５０名もの人命が失われた双葉病院のケースの教訓は、避難弱者が安全に避

難することができないのであれば、そのような立地にある原発は稼動すべきで

は無いということである。 

また、被告は、平常時と同水準の被曝限度量と行った極端な要求をすべきで

はないと主張するが、愛媛県は、民間の運送事業者に事故時の輸送に協力を依

頼する際に、その民間事業者の運転手等に対する被曝のリスクについて、平時

の一般公衆の被ばく限度である１ミリシーベルトを基準としている。被告は、

愛媛県が締結したこれらの協定との整合性はどのように説明するのであろうか。 

乙 F23 173頁 愛媛県と愛媛県バス協会との協定 
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第２ 避難計画各論 

１ 能登半島地震の被害状況について証拠を提出し、陸路避難、海路避難、屋内退

避が不可能であることを主張・立証 

⑴ 道路の損傷 
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⑵ 土砂崩れ 

 

動画 甲 1030 

⑶ トンネル 
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⑷ 橋梁 

 

⑸ 港湾設備 
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⑹ 建物の倒壊 屋内退避が不可能 

 

２ えひめ土砂災害情報マップ等に基づき、国道１９７号線、県道２５５号線、ト

ンネル、各地の一時終結所、港湾設備、ヘリポート、放射線防護施設、屋内退避

施設等の避難に不可欠のインフラの多数が、土砂災害警戒区域、土砂災害危険箇

所に立地していることを詳細に主張立証し、現在の避難計画に実効性がないこと

を明らかにした。 

ほんの一例 

一時終結所と指定されている瀬戸総合体育館は，上述のとおり，地すべり警戒

区域内に所在する（甲 1038）。三崎総合体育館は，下図のとおり，土石流警戒区域

が一部重なっている（甲 1039）。三崎小中学校体育館は，下図のとおり，土石流警

戒区域に覆われている（甲 1039）。 
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３ 避難要する時間と予想される被曝量を推計した主張 

上岡証人による推定 

退域時検査においては，避難経路の途中に退域時検査場所を設けて，避難者

らはその検査場所に立ち寄る必要がある。そのため，広域避難計画の避難時間

シミュレーション（乙Ｆ２６・１９５頁～２１６頁）に加えて，避難経路から

退域時検査場所までの迂回や，スクリーニングそのものの所要時間が加わり，

全体の避難時間はさらに伸びることになる。（甲８１２・１１１頁） 

東京電力柏崎刈羽原発（新潟県）を対象とした阻害要因調査（甲８４６）で

も，ＵＰＺ避難において抽出された課題として「スクリーニングポイント［注・

退域時検査場所のこと］の処理能力を大きく超える避難車両が流入することか

ら，スクリーニングポイントを起点とした渋滞が発生している」と指摘してい

る（甲８４６・スライド８２）。 

愛媛県の避難時間シミュレーションには，避難退域時検査場所の通過時間が

考慮されていない。（甲８１２・１１４頁） 
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この推定結果は，一般公衆に対する法定の被ばく限度の年間１ｍ㏜をはるか

に超えるばかりか，被告が準備書面（２４）で援用するＩＡＥＡの５０ｍＳｖ

／週（ＯＩＬ１）あるいは２０ｍＳｖ／年（ＯＩＬ２）もはるかに超える被ば

くを生じるとの推定結果である。（甲８１２・１５３頁，１５４頁）。 
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第３ 地震による危険性について 

最終準備書面に記載した論点は多岐にわたるが、証人尋問の成果に基づき記載さ

れたポイントに絞って説明する。 

１ 中央構造線の地震について 

⑴ 四国電力は中央構造線の活動性を無視してきたこと 

岡村書面尋問 １０頁 

四国電力は，伊方３号炉建設時，敷地前面海域の断層について，過去一万年間は動いた形跡がないと

して３号炉を建設した。 

  地震の活動性は低いとし，耐震設計上もランクの低いレベルを取った。 

  四国の陸上の中央構造線が活断層であることは１９７０年代から多くの論文が出され，海底活断層に

ついても，少なくとも１９８６年には海底活断層の調査結果が報告され，別府湾と四国の陸上が活断層

なら，その中間である敷地前面の伊予灘に活断層が存在することは明白だった。 

  １９９２年に岡村教授らが伊予灘等で行った調査結果を地質学論集に発表し，敷地前面海域の断層

は過去一万年動いた形跡がないとの四国電力の言い分の誤りが明らかとなったが，四国電力が海底

活断層の存在を認めたのは１９９７年１月以降のことである。 

松崎証人尋問の結果 49頁 
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⑵ 中央構造線の断層の傾斜角について南傾斜の可能性を無視していること 

ア 南傾斜を問題とする意味 

 

震源断層と、伊方原発との距離が最短となり、地震動の影響が強くなる。 

伊方原発の立地が、逆断層の上盤効果により、地盤が隆起する等地震動に

よる影響が強くなる。 

能登半島地震は逆断層の上盤側が４ｍ隆起した 甲 1009 1040。 

 

 

イ 四国電力は南傾斜を隠蔽しようとしている 

ⅰ 松崎証人の「高角度」の発言 
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甲３２９ 原子力安全委員会の会議における松崎証人の発言 

 

甲５４１ 「高角」と評価されている場合は６０度～９０度 

ⅱ 学者論文に対する四国電力による加筆 

 

ウ 南傾斜の場合の地震動評価 野津証人 37〜55  

ⅰ ８㎞６０度ケース ＥＷ１０８５ガル ＮＳ１３０４ガル 

ⅲ ５㎞６０度ケース ＥＷ１８５１ガル ＮＳ１８６０ガル 

 

⑶ 中央構造線について三次元地下探査等の調査を怠っていること 

ア 三次元地下探査を実施することが原則とされていること 

「実用発電用原子炉及びその付属施設の位置，構造及び設備の基準に関す

る規則の解釈」（乙４２７）により，「地下構造が成層かつ均質と認められる場

合を除き，三次元的な地下構造により検討すること。」と三次元的な地下構造

の把握が原則であることが明らかにされている。 
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イ 被告は、伊方原発の地下構造が「成層かつ均質」であることから、３次元

探査は不要と主張するが、「成層かつ均質」ではない。 

例えば 

 

芦田証人の証言 

「左上のこれが地震探査データなんですが，それを解釈したのがその下の

図面なんですが。これを，上の記録から，地質断面がこういうふうに書けると

いうのは，ちょっと私は疑問に感じますが。だけど，これを見ても，水平，均

質ということは言えません。」（芦田証人調書３頁） 

２ 南海トラフの地震について 

伊方原発に近い位置にＳＰＧＡを配置し，計算した結果，最大加速度が１０６

６Ｇａｌ，最大速度が１２９㎝/sになるとしている(野津証人調書８６～９４項。

甲３９２・２８～３０頁)。 
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第３ 火山 

１ 火砕流の到達可能性 

⑴ 火山ガイド 立地評価 

過去最大規模の噴火(本件でいえば阿蘇 4)で設計対応不可能な火山事象が到

達したと考えられる場合には、モニタリングを実施することとされている。し

かしながら、本件で、被告はモニタリングを実施することとしていない。つま

り、阿蘇 4 による火砕物密度流が敷地に到達していないことを前提としている

わけであるが、この評価が誤っていれば、基準適合判断に看過し難い過誤、欠

落が存在することとなる。  

⑵ 町田証人の証言 

ア 町田教授によれば、７３００年前の鬼界アカホヤ噴火では、火砕流が海を

渡って、大隅半島、薩摩半島にまで到達した例が知られている。海面を渡っ

た先においても、木をなぎ倒して炭化させるほどの破壊力を持っていること

を、調書添付の甲９２５・１５頁の写真を交えて証言している（町田洋証人

２０２３（令和５）年６月２０日付証人尋問調書・番号６５～８５）。 

 

イ 巽教授も、大規模火砕流が海を渡ることは実際に起きた現象であるとし、
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幸屋火砕流が南九州に到達していないと考える火山学者はいないと断ずる。

そのうえで、メカニズムについては、「火砕流が熱を持っていますので、その

熱で、海面上で海水が気化して水蒸気となります。その水蒸気が、火砕流と

海面の間にレイヤー（水蒸気の薄い層・膜）を作ることで、流動化現象が起

きて、そのために見掛けの、粘性と言いますけれども、流速ですね、スピー

ドが非常に保たれる、若しくは速いスピードで動いていくということが考え

られます。このようなメカニズム、まあちょっと違うんですけれども、比較

的近いイメージは、ホバークラフトのようなものをイメージしていただけれ

ばよいかと思います」などと証言している（巽証人１５５～１６３） 

ウ 町田教授は、１９８５（昭和６０）年に公表した論文において、「愛媛・伊

方」のサンプルが見つかっていたことを踏まえ、阿蘇４テフラが本件原発の

すぐ近くで発見されている以上、これが火砕流堆積物ではないということが

確認できない限り、到達を否定できない旨証言した（町田証人２１８３～２

１９）。 
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２ 社会通念上破局的噴火のリスクを容認する考えの不合理性 

 

甲９５５号証の２９頁を示して、「この表は、幾つかの災害や事故に関して、そ

の危険値を求めたものです。危険値というのは、数学用語で申し上げると期待値

と呼ばれるもので、この図で、この場合ですと想定死亡者数と年間発生確率を掛

けたものです。それが数学では期待値。ただ、言葉としてあまり適切でないので、

危険値というふうに示しています。この図を見ると、例えば九州の破局噴火とい

うのは、年間にすると平均的に約４０００人程度がなくなるだけの危険値を持っ

ている。ほぼ同じものは何かと申し上げると、交通事故であるということです」

「社会通念という言葉は、よく法解釈で使われるというふうに聞いております。

ただ、私たち科学者からすると、これは社会通念として許されるのではなくて、

社会通念が未成熟、若しくは間違っているというふうに理解すべきだと思います。

そういう根拠は何かと申し上げると、先ほど示した危険値で申し上げると、交通

事故とほぼ同じだけの危険値を持っているわけですから、頻度が低いからといっ

て決して侮ることができない災害であるということで、社会通念の成熟度が低い

と言わざるを得ないと思います」「（火山の専門家の中で、原発の安全を考える際

に破局的噴火のリスクを社会通念上容認されているのだと考えるような専門家は

いるかとの質問に対し）少なくとも、私が知っている限りではいません」「容認と
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いうよりは無知という言葉がいいのか、十分に（リスクを）認識していないとい

うふうに考えるべきだというふうに思います」と厳しく批判している（巽証人１

８７～１８８）。 

以上 


